
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．国内育成者権管理事業
国内の種苗の増殖や自家増殖の許諾契約、侵害監視活動など、国内における育

成者権の適切な管理を実施するために必要な経費を支援します。

２．海外育成者権管理事業
海外における育成者権の適切な管理と、国内農業振興や輸出戦略と整合する形

での活用に向けた海外品種登録出願を支援します。

３．国内外における侵害対応
無断栽培等の育成者権の侵害に対する証拠収集、警告、訴訟等の対応を支援

します。

４．海外リーガル調査事業
現地の種苗法や民法などの法令制度及びその運用実態や商慣習等の調査、国内

農業振興や輸出戦略に資する許諾契約のひな形の作成など、海外許諾契約のため

の環境整備を支援します。

29 育成者権管理機関支援事業

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え＜対策のポイント＞
植物新品種の海外での無断栽培を防止するとともに、植物新品種の開発投資を促進するため、育成者権者に代わって行う海外への品種登録、侵害の監視

や訴訟対応、海外ライセンス等の育成者権管理機関の取組を支援します。

＜事業目標＞
輸出重点品目の海外での１品種あたりの平均品種登録国数（２か国［令和９年度まで］）

［お問い合わせ先］輸出・国際局知的財産課（03-6738-6443）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
（国研、都道府県を含む）

定額

【令和５年度予算概算決定額 300（ー）百万円】
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【育成者権管理機関のイメージ】


